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<特別支援学級等の進学について>
質問 通学区域の学校の特別支援学級へ就学を希望している。どのようにすればよいか。

障がいのあるお子さんの就学に関する相談や、情報の提供については、通学区域の小学校で行って
おりますので、すみやかに（できるだけ10月31日までに）通学区域の小学校へご連絡・ご相談ください。
「学校選択制希望調査票」につきましては、｢◆学校選択制希望｣の｢1｣の番号に○をつけ、「◆確認事
項」の特別支援学級の該当項目に○をつけてください。

通学区域の小学校へお問い合わせください。

19
回答

質問 特別支援学級ではなく、通常学級へ就学を希望をしているが、学校生活に不安がある場合はどのよう
にすればよいか。

通常学級に通われる場合でも、学校生活において配慮が必要な点などご相談いただくことが可能で
す。すみやかに（できるだけ10月31日までに）通学区域の小学校へご連絡・ご相談ください。

20
回答

質問 通学区域外の学校の特別支援学級へ就学を希望している。どのようにすればよいか。

まずお住まいの通学区域の小学校へすみやかに（できるだけ10月31日までに）ご相談のうえ、必ず希
望される小学校へもご相談ください。
ただし、通学区域外の小学校を希望する場合は抽選になることがあります。
「学校選択制希望調査票」につきましては、｢◆学校選択制希望」の｢2｣の番号に○をつけ、｢希望校学
校名｣をご記入のうえ、「◆確認事項」の特別支援学級の該当項目に○をつけてください。

21
回答

質問 特別支援学校（府立支援学校）小学部へ就学を希望している。どのようにすればよいか。

まずお住まいの通学区域の小学校へすみやかに（できるだけ10月31日までに）ご相談ください。
お住まいの通学区域の小学校が窓口となって、特別支援学校（府立支援学校）の学校見学、教育相談
の依頼を行います。
「学校選択制希望調査票」につきましては、｢◆学校選択制希望」の｢2｣の番号に○をつけ、36ページ
を参考に｢希望校学校名｣をご記入のうえ、「◆確認事項」の｢・下記の学校へ就学する予定（希望）の
ある方は、該当する数字に○をつけてください。」の「1」に○をつけてください。

22
回答

「転居に伴う手続き」については、窓口サービス課（住民情報）へお問い合わせください。
 問 都島区役所１階１番窓口　　06-6882-9963　　 06-6352-4558

<転居に伴う手続きについて>
質問 ３月までに区外へ転出する場合はどうなるのか。

都島区での手続きは必要ありません。
新しい住所地の就学担当にご相談のうえ、お手続きください。

16
回答

質問 区内転居する場合はどうなるのか。

転居により通学区域の学校が変更になります。
・11月21日までに区内転居手続きをされる方は、学校選択制による｢希望変更｣により希望校を変更で
きますので、都島区役所窓口サービス課（住民情報）で学校選択制の｢希望変更｣の手続きを行ってく
ださい。
・11月22日以降に区内転居手続きをされる方は、都島区役所窓口サービス課（住民情報）へご相談くだ
さい。

17
回答

質問 小学校１年生の学年途中で区内転居を予定している。学校はどうなるのか。

学校選択制による学校選択は入学時の1回のみですので、転居後の通学区域の学校が指定校になり
ます。
理由によって、指定校を変更できる場合がありますので、都島区役所窓口サービス課（住民情報）へご
相談ください。

18
回答

FAX


